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   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、札幌市水道局が一般競争入札又は指名競争入札（以下「入札」とい

う。）により役務の提供を受ける請負契約（建設関連の委託業務を除く。以下「役務契

約」という。)を締結しようとする場合において、低入札価格調査制度及び最低制限価

格制度を適用することに関し必要な事項を定める。 

（定義) 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 低入札価格調査制度 

地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下｢施行令｣という｡)第 167 条の 10 第

１項（施行令第 167 条の 13 により準用する場合を含む。以下同じ。）の規定に基づ

き、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（以下「最低価格入

札者」という。）を、その価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認めるか否かについて調査（以下「低入札価格調査」という。）を行

ったうえ、落札者とはせず､予定価格の制限の範囲内での他の者を落札者とすること

がある制度をいう。 

(2) 最低制限価格制度  施行令第 167 条の 10 第２項（施行令第 167 条の 13 の規定に

より準用する場合を含む。以下同じ。）の規定に基づき、あらかじめ最低制限価格を

設けて、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のう

ち最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。 

(3) 直接人件費  第 13 条第４号に掲げる業務を除く業務に係る予定価格算出の基礎

となった 直接人件費をいう。 

(4) 直接物品費  第 13 条第４号に掲げる業務を除く業務に係る予定価格算出の基礎 

となった直接物品費をいう。 

(5) 業務管理費  第 13 条第４号に掲げる業務を除く業務に係る予定価格算出の基礎 

となった業務管理費をいう。 

(6) 直接業務費    第 13 条第４号に掲げる業務に係る予定価格算出の基礎となった直



接業務費をいう。 

(7) 共通仮設費   第 13 条第４号に掲げる業務に係る予定価格算出の基礎となった共

通仮設費をいう。 

(8) 現場管理費   第 13 条第４号に掲げる業務に係る予定価格算出の基礎となった現

場管理費をいう。 

(9) 一般管理費等  予定価格算出の基礎となった一般管理費等をいう。 

(10) 建物  建物基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号で定める建築物（こ

れに類似した風雨を防ぐ屋内空間で、かつ、国土交通省が定める「建築保全業務仕様

書」、「建築保全業務積算基準」及び「建築保全業務積算要領」を適用して業務を委

託することが適切な施設を含む。）をいう。 

 

   第２章 低入札価格調査制度 

（低入札価格調査制度の対象役務契約） 

第３条 低入札価格調査制度の対象となる役務契約は、競争入札に付する次の各号に掲げ

るものとする。 

(1) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成７年政令

第３７２号）の適用を受ける建物(国土交通省が定める｢建築保全業務積算基準｣に基

づく保全業務を委託して行う施設を含む。以下同じ。)の清掃業務 

 (2) その他総務部長が必要と認める委託業務 

 （調査基準価格の算定方法等） 

第４条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。）

は、次のとおりとする。 

(1) 前条第１号の業務にあっては、予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を

控除した額（以下「入札書比較価格」という。）に、次に掲げる額の合計額を当該業

務の積算金額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額（以下「業務価

格」という。）で除して得た割合（小数点第３位以下に端数があるときは、これを切

り捨てた割合）を乗じて得た額（円未満端数切上げ）とする。 

ただし、次に掲げる額の合計額を、業務価格で除して得た割合が 100分の 90を超え

る場合にあっては入札書比較価格に 100 分の 90 を乗じたものとし、100 分の 70 に満

たない場合にあっては当入札書比較価格に 100 分の 70 を乗じたものとする。 

ア 直接人件費の額に 100 分の 92 を乗じて得た額。ただし、現に適用されている最

低賃金（最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)で定める北海道地区の最低賃金をい

う。以下同じ。）により算出された額以上とする。 

  イ 直接物品費の額に 100 分の 90 を乗じて得た額 

  ウ 業務管理費の額に 100 分の 70 を乗じて得た額。ただし、業務管理費の額から法

定福利費を別枠計上した場合、当該別枠計上額に 100 分の 92 を乗じて得た額とす

る。 

  エ 一般管理費等の額に 100 分の 70 を乗じて得た額 

  オ アからエまでに掲げる経費以外の経費にあっては、当該経費の額に 100 分の 70

を乗じて得た額。 

ただし、国土交通省の「建築保全業務積算基準」に定めのない経費として、総務

部長が別に定めるものについては、その額に 100 分の 80 を乗じて得た額とする。 

 (2) 前条第２号の役務契約にあっては、入札書比較価格に 100 分の 70 を乗じて得た額

とする。 

２ 契約締結専決権者は、第１項第１号の規定により算定した割合について、小数点第３

位に任意の数を加え、これを乗じて得た額を調査基準価格とすることができる。 



３ 契約締結専決権者は、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を、入札書比較

価格に 100 分の 70 を乗じて得た額から 100 分の 90 を乗じて得た額までの範囲内で適宜

に設けることができる。 

４ 契約締結専決権者は、前３項の規定に基づき調査基準価格を設けたときは、当該調査

基準価格を入札書比較価格で除して得た割合を、分母を 100 とした分数として予定価格

調書に記載するものとする。 

（調査基準価格の算出に係る参考調書） 

第４条の２ 調査基準価格を前条第１項第１号により算出したときは、参考調書（様式１

－１）を作成するものとする。 

２ 前項の調書は発注担当課の課長等が作成し、署名又は記名及び押印のうえこれを封書

とし、封印したものを契約締結専決権者に送致する。 

３ 参考調書は、契約締結専決権者が予定価格調書を作成後、入札執行までの間、予定価

格調書とは別に入札執行者が保管する。 

 （低入札価格調査制度適用の告示等） 

第５条 低入札価格調査制度を適用するときは、当該役務契約の一般競争入札の告示又は

指名競争入札の参加者の指名に係る通知（以下「告示等」という。）において、その旨

を明示するものとする。 

（入札の執行） 

第６条 調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札執行者は、入札者に対して

「保留」と宣言し、施行令第 167 条の 10 第１項の規定により落札者を後日決定する旨

を告げて、入札を終了する。 

 （低入札価格調査の実施） 

第７条 前条の規定に該当したときは、入札執行者は、課長その他関係職員とともに、低

入札価格調査を行うものとする。 

２ 低入札価格調査は、次に掲げる事項について、最低価格入札者からの事情聴取その他

必要と認める方法により行うものとする。 

(1) その価格により入札した理由及び積算根拠 

(2) 従事する労働者の状況 

(3) 現在の手持ち役務契約の状況 

(4) 過去に受注した公共事業に係る役務契約の状況 

(5) 経営状況等 

(6) その他必要な事項 

３ 前項に掲げる事項について、資料及び報告書の提出を求める場合であって、その提出

期限をあらかじめ定め、提出期限後の提出及び差替えを認めないときは、その旨を第５

条に規定する告示等により明示するものとする。 

４ 入札参加資格の審査を開札後に行う場合は、当該審査を低入札価格調査よりも前又は

並行して行うことができる。審査の結果、最低価格入札者が入札参加資格を有しない者

である場合は、低入札価格調査を行わず、又は終了し、第 10 条第２項から第５項の手

続きを準用し、以後落札者が決定するまで同様の手続きを繰り返す。 

（業務費内訳書等審査基準） 

第７条の２ 前条の規定による低入札価格調査において、最低価格入札者から提出を受け

た前条第２項第１号の積算根拠(以下「業務費内訳書等」という。) の内容が、次のい

ずれかに該当したときは、その者を失格と判断するものとする。 

(1) 入札書記載金額と整合していないとき 

(2) 最低賃金法その他の労働社会保険諸法令に基づく費用について、合理的な根拠によ

る積算をしていないとき 



(3) 告示等に基づき提出された書類の記載事項の実施に係る費用について、合理的な根

拠による積算をしていないとき 

(4) 仕様書等に記載された要件を満たしていないときその他重大な誤り又は虚偽の記載

がなされているとき 

(5) その他合理的な根拠による積算がなされていないとき 

２ 前項に規定するもののほか、最低価格入札者が、前条の規定による低入札価格調査に

おいて、指定した資料及び報告書を期限までに提出しないとき又は事情聴取その他必要

な調査に応じないときは、その者を失格と判断するものとする。 

３ 前２項の規定により失格と判断するときは、前条第２項に掲げる他の項目の調査を、

省略して第８条の報告を行うものとする。 

（調査結果の報告） 

第８条 低入札価格調査を行ったときは、入札執行者は、低入札価格調査の結果及び意見

を記載した書面（様式２）を作成し、これに関係資料を添付して、総務部長まで報告し

なければならない。 

 （低入札価格審査委員会による審議） 

第９条 総務部長は、前条の報告を受けたときは、低入札価格審査委員会を置き、最低価

格入札者を落札者とするか否かを審議し決定するものとする。この場合において、その

審議結果を、書面（様式２）により明らかにしておくものとする。  

２ 前項の低入札価格審査委員会の構成は、札幌市水道局物品･役務契約等事務取扱要領

(平成 25 年 1 月 31 日総務部長決裁)第４条に規定する資格審査委員会をもって充てるも

のとする。この場合において、必要に応じて役務契約に関係する部長その他の職員を加

えることができる。 

３ 第１項の低入札価格審査委員会の審議にあっては、事務の都合その他合理的な事由が

あるときは、委員を一堂に会することなく、書面による持回り又はその他適切な方法に

より委員会を開催することができる。 

（落札結果の通知等） 

第１０条 前条第１項の規定による審議の結果、最低価格入札者を落札者とした場合は、

入札執行者は、最低価格入札者に対して、その旨の通知（様式３）をするとともに、そ

の他の入札者に対しては、最低価格入札者が落札者となった旨の通知(様式４)をするも

のとする。 

２ 前条第１項の規定による審議の結果、最低価格入札者を落札者としないことを決定し

た場合はその者を失格とし、入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「次順位者」という。）

を落札者と決定する。ただし、次順位者が、調査基準価格を下回る入札者であった場合

には、第７条以降と同様の手続を行うものとする。 

３ 前項の規定により次順位者を落札者としたときは、入札執行者は、最低価格入札者に

対しては落札者としない旨の通知（様式５）を、次順位者に対しては落札者となった旨

の通知（様式３）をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となっ

た旨の通知（様式４）をするものとする。 

４ 第２項ただし書きの規定に基づく手続は、第７条、第７条の２、第９条、前３項及び

次項中「最低価格入札者」又は「次順位者」とあるのは、それぞれ「次順位者」又は

「次順位者の次の順位者」と読み替えて適用するものとし、更に落札者が決定しなかっ

た場合には、順位を繰り下げる読み替えを繰り返して適用するものとする。 

５ 前条第１項の規定による審議の結果、最低価格入札者を落札者としない場合で、次順

位者が存在しないときは、再度入札をすることができるものとする。この場合において

は、前条第１項の規定による審議の結果により落札者としなかったもの（以下「失格



者」という。）を、再度入札に参加させないものとする。 

 （契約締結専決権者への報告） 

第１１条 入札執行者は、低入札価格調査を行ったときは、落札者の決定後、速やかに当

該入札に関する調書（様式６）を作成し、第８条及び第９条の規定により作成した書面

（様式２）を添えて、契約締結専決権者まで報告するものとする。この場合において、

失格者がいるときは、関係書類に、当該入札を失格（不落札）と決定した旨を記載する

ものとする。 

 （監督及び検査体制の強化等） 

第１２条 低入札価格調査の対象者を落札者として役務契約を締結したときは、当該役務

契約について別表１に掲げる措置をとるものとする。 

２ 前項の契約の締結に当たっては、別表２に掲げる特約条項を契約書に追加するものと

する。 

 

第３章 最低制限価格制度  

 （最低制限価格制度の対象役務契約） 

第１３条 最低制限価格制度の対象となる役務契約は、競争入札に付する次に掲げるもの

のうち、第３条に掲げる低入札価格調査制度の適用を受けない役務契約とする。 

(1) 建物の清掃業務 

(2) 建物の警備業務（警備業法（昭和 47 年法律第 117 号。以下「業法」という。）第

２条第１項第１号に規定する業務をいう。以下同じ。） 

(3) 建物のボイラー等設備運転・監視等業務(業務従事者が常駐して行うものに限る。) 

(4) 満期メーター取替業務（ただし、設計金額が 1,000 万円未満のものを除く） 

 （最低制限価格の算定方法等） 

第１４条 前条各号に掲げる業務の最低制限価格は、次のとおりとする。 

(1) 当該業務（前条第４号に掲げる業務のほか、前条第２号に掲げる業務のうち、機械

警備業務（業法第２条第５項に規定する業務。以下同じ。）を含むものは除く。）の

入札書比較価格に、次に掲げる額の合計額を業務価格で除して得た割合（小数点第３

位以下に端数があるときは、これを切り捨てた割合）を乗じて得た額（円未満端数切

上げ）とする。ただし、次に掲げる額の合計額を業務価格で除して得た割合が 100 分

の 90 を超える場合にあっては､入札書比較価格に 100 分の 90 を乗じたものとし、100

分の 70 に満たない場合にあっては入札書比較価格に 100 分の 70 を乗じたものとす

る。 

  ア 直接人件費の額に 100 分の 92 を乗じて得た額。ただし、現に適用されている最

低賃金により算出された額以上とする。 

イ 直接物品費の額に 100 分の 90 を乗じて得た額 

ウ 業務管理費の額に 100 分の 70 を乗じて得た額。ただし、業務管理費の額から法

定福利費を別枠計上した場合、当該別枠計上額に 100 分の 92 を乗じて得た額とす

る。 

エ 一般管理費等の額に 100 分の 70 を乗じて得た額。 

オ 前各号以外の経費にあっては、当該経費の額に 100 分の 70 を乗じて得た額。た

だし、国土交通省の「建築保全業務積算基準」に定めのない経費として、総務部長

が別に定めるものについては、その額に 100 分の 80 を乗じて得た額 

(2) 機械警備業務を含む建物の警備業務の最低制限価格は、次に掲げる額とする。 

ア 機械警備業務と常駐警備業務を併用したもの  前号の規定を準用して得た額 

イ 機械警備業務のみ又は機械警備業務と巡回警備業務（警備員が常駐しているもの   

を除く）を併用したもの  当該業務の入札書比較価格に 100 分の 80 を乗じて得た



額 

 (3) 前条第４号に掲げる業務に係る最低制限価格は、当該業務の入札書比較価格に、次  

に掲げる額の合計額を当該業務の設計金額から消費税及び地方消費税に相当する額を 

  控除した額（以下「満期メーター取替業務価格」という。）で除して得た割合（小数  

点第３位以下に端数があるときは、これを切り捨てた割合）を乗じて得た額（円未満  

端数切上げ）とする。ただし、次に掲げる額の合計額を満期メーター取替業務価格で  

除して得た割合が 100 分の 90 を超える場合にあっては､入札書比較価格に 100 分の

90 を乗じたものとし、100 分の 70 に満たない場合にあっては入札書比較価格に 100

分の 70 を乗じたものとする。 

 ア 直接業務費の額に 100 分の 95 を乗じて得た額 

 イ 共通仮設費の額に 100 分の 90 を乗じて得た額 

  ウ 現場管理費の額に 100 分の 80 を乗じて得た額 

  エ 一般管理費等の額に 100 分の 40 を乗じて得た額 

２ 契約締結専決権者は、前項第１号、第２号ア及び第３号の規定により算定した割合に

ついて、小数点第３位に任意の数を加え、これを乗じて得た額を最低制限価格とするこ

とができる。 

３ 契約締結専決権者は、特に必要があると認めるときは、最低制限価格を、入札書比較

価格に 100 分の 70 を乗じて得た額から 100 分の 90 を乗じて得た額までの範囲内で適宜

に設けることができる。 

４ 契約締結専決権者は、前３項の規定に基づき最低制限価格を設けたときは、当該最低

制限価格を入札書比較価格で除して得た割合を、分母が 100 である分数として予定価格

調書に記載するものとする。 

５ 第４条の２の規定は、第１項第１号、第２号ア及び第３号により最低制限価格を算出

する場合に準用する。この場合において、第３号により最低制限価格を算出する場合に

ついて準用するときは、同条中「参考調書（様式１－１）」とあるのは「参考調書（様

式１－２）」と読み替えるものとする。 

 （入札の執行） 

第１５条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした

者を失格とし、落札者としないものとする。この場合において、入札執行者は、入札者

に対して、施行令第 167 条の 10 第２項の規定により当該入札をした者を､落札者としな

い旨を告げるものとする。 

２ 前項の場合で、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をし

た者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者

を落札者とする。 

３ 第１項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって

入札をした者が存在しないときは、入札執行者は、再度入札をすることができるものと

する。この場合、最低制限価格を下回る入札をした者を再度入札に参加させないものと

する。 

 （準用規定） 

第１６条 第４条第４項、第５条及び第１１条後段の規定は、最低制限価格制度について

準用する。 

   第４章 補足 

（委任） 

第１７条 この要領の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。 

 

   附 則 



１ この要領は、平成２４年１月１８日から施行する。 

２ この要領の規定は、役務の提供を受け始める日が、平成２５年４月１日以後である契

約から適用する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２６年６月３日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要領の規定は、平成２７年４月１日以後に公告その他の契約の申込みの誘引を行

うものから適用する。 

 
附 則 

１ この要領は、平成２８年１２月１５日から施行する。 

２ この要領の規定は、役務の提供を受け始める日が、平成２９年４月１日以後である契

約から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３１年１月 10 日から施行する。 

２ この要領の規定は、役務の提供を受け始める日が、平成３１年４月１日以後である契

約から適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和６年５月１日から施行する。 

２ この要領の規定は、令和６年５月１日以後に公告その他の契約の申込みの誘引を行う

ものから適用する。 

 

   附 則（令和７年 12 月 12 日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要領の規定のうち、第 13 条及び第 14 条の満期メーター取替業務に係る規定につ

いては、令和８年７月１日以後に公告その他の契約の申込みの誘引を行うものから適用

する。 

３ この要領の第３条第２号の規定に基づき制定した「満期メーター取替業務に係る低入

札価格調査制度の事務処理について」(平成 29 年３月６日総務部長決裁。以下「事務手

続」という。)は、令和８年６月 30 日付けで廃止する。ただし、この事務手続の適用を

受けた業務の事務処理に関しては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

１ 役務契約の履行体制を確認できる書類の提出及びその内容の聴取 

課長は、受託者より役務契約の履行体制を確認できる書類の提出を求めるものとす

る。その提出に際しては、必要に応じて受注者から、その内容について聴取するもの

とする。 

２ 役務契約の履行計画を確認できる書類の提出及びその内容の聴取 

  課長は、受託者より仕様書に基づく履行計画を確認できる書類の提出を求めるもの

とする。その提出に際しては、必要に応じて受託者から、その内容について聴取する

ものとする。 

３ 重点的な監督業務の実施 

(1) 役務契約の監督を行う職員は、仕様書に基づく検査等を実施するに当たっては、

入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された履行体制等を確認できる書類

の記載内容に沿った履行がなされているかの確認を併せて行うものとし、実際の履

行内容が記載内容と異なるときは、その理由を受託者から詳細に聞くものとする。 

 (2) 役務契約の監督を行う職員は、必要に応じて業務従事者の賃金支給状況、社会保

険加入状況その他労働契約状況を確認できる書類の提出を受注者に求め、法令に遵

守されているかの確認を行うとともに、必要に応じて受託者から、その内容につい

て聴取するものとする。 

４ 厳格な検査の実施 

検査は、専門的な検査の場合を除き、原則として課長が行うものとする。 

 

別表２ 

（特約条項） 

  

（履行体制等を確認できる書類の提出及びその内容の聴取） 

第○条 受託者は、委託者から、履行体制、履行計画等を確認できる書類の提出を求

められたときは、これに応じなければならない。 

 ２ 受託者は、前項の書類の内容について、委託者から聴取を求められたときは、こ

れに応じなければならない。 

   (業務従事者の賃金支給状況等を確認できる書類の提出及びその内容の聴取） 

第○条 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その

他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければ

ならない。 

２ 受託者は、前項の書類の内容について、委託者から聴取を求められたときは、こ

れに応じなければならない。 

 



様式１－１ 

最低制限価格（又は調査基準価格）の算定に係る参考調書 

 

役  務  名  

開  札  日        年   月   日 （  ） 

当該役務の積算額 
【予定価格の案（＝②×110/100）】 

（税込額）                   円 

業務価格② 
【入札書比較価格の案】 

（税抜額）                   円 

最低制限価格の算定に係る率                        ％ 

※上記の率の小数点第 1 位に任意の数を加え予定価格調書に記載する。 

 

(1)要領第４条第１項第１号又は第 14 条第１項（第２号のイ及び第３号を除く）により算出する額 

 直接人件費 ・・・・・・・・・（         円）の 92/100 

 

【最低賃金による算定額(※１)             円】 

 ※２ 

           円 

  直接物品費 ・・・・・・・・ （         円）の 90/100 円 

【業務管理費 Ａ                  円】 
 

 法定福利費 Ｂ ・・・・・（         円）の 92/100 円 

Ｂを除く業務管理費 Ａ－Ｂ （          円）の 70/100 円 

一般管理費等 ・・・・・・・・（         円）の 70/100 円 

上記以外の 

経 費 

単価提示業務分・・・・（          円）の 80/100 円 

その他業務分 ・・・・（          円）の 70/100 円 

①            計 円 

※１ 最低賃金による算定額が、明らかに直接人件費の 92/100 の額を下回ることが認められるときは、当該金額の算定を省略 
できる。 

※２ 「直接人件費×92%の額」＜「最低賃金による算定額」の場合は、最低賃金による算定額を記載すること。 
※３  各費の項目において算出される金額は、円未満切捨てとする。 

 

(2)本役務の業務価格（積算金額×100/110） 

②         業務価格 円 

 

(3)①の②に占める割合                           

①／②×100 ％ 

                                     ※ 小数点以下切捨て 

 

年  月  日    参考調書作成者                印 
 

 



​様式１－２​

​　　  満期メーター取替業務の最低制限価格の算定に係る参考調書​
​役務名​

​開札日​ ​　　　　　　年　　月　　日​

​当該役務の積算額​

​【予定価格の案​

​（＝②×110/100）】​

​（税込額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円​

​業務価格②​

​【入札書比較価格の案】​ ​（税抜額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円​

​最低制限価格の算定に係る率​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ％​

​※上記の率の小数点第１位に任意の数を加え予定価格調書に記載する。​

​　(1) 本業務(上記満期メーター取替業務)の直接業務費、共通仮設費、現場管理費及び一般管​

​　  理費等の合計額 （要領第14条第１項第３号により算出する額）​

​　　　直接業務費　 (　 　　　　　　　　円） の95/100​ ​円​

​　　　共通仮設費 　( 　　　　　　　　  円） の90/100​ ​円​

​　　　現場管理費　 ( 　　　　　　　　  円） の80/100​ ​円​

​　　　一般管理費等 (　　　　　　　　　 円） の40/100​ ​円​

​　　​

​　　①　　　　　　　　　　　計​ ​円​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　​ ​※各費項目の算定に当たっては円未満切捨てとする。​

​　　(2)　本業務の業務価格（設計金額×100/110）​

​　​

​　 (3)　①の②に占める割合​

​　　　　　　　　　①／②×100​ ​　　　　　　　　　　  ％​

​※小数点以下切捨て​

​　※90%を超える場合にあっては90%とし、70%に満たない場合にあっては70%とする。​

​　　　　　　年　　月　　日 　参考調書作成者　　　　　　　　　　　　　　　　　印​

​　　② 　　　　　　　　　業務価格​ ​　　　　　　　　　　　円​



様式２（低入札価格調査結果報告書） 

部 長 課 長 係 長 係 
報告日 年  月  日   

    

報告者 

（入札執行者） 

 

 

 

低 入 札 価 格 調 査 結 果 報 告 書 
 下記役務において、地方自治法施行令第 167 条の 10 第 1 項の規定に基づく低入

札価格調査を実施した結果について、下記のとおり報告します。 

役 務 名 
 

 

調査対象者 
 

 

〔調査の結果〕 

 

 

〔意見〕 

 

 

 

審 議 結 果 調 書 
部 長 課 長 係 長 係  入札執行者 

 

 

 

 

    

 

 

 

備考 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 

審議 

日時 
  年 月 日  時  分 ～  時  分まで 

審議 

場所 

 

 

審議 

結果 
 調査の対象者を落札者として （ 認める ・ 認めない ） 

理由 

 

 

 



様式３（落札結果通知書⑴） 

第  号   

  年（  年） 月  日   

  （ 落 札 者 ） 様 

札幌市 

                 水道事業管理者           

 

落 札 結 果 通 知 書 
 

 平成  年  月  日に入札を執行した下記の役務については、落札の決定を保留

しましたが、調査の結果、貴社を落札者に決定しましたので、通知いたします。 

 

記 

 

１ 役 務 名    

 

 

２ 入 札 金 額   金              円 

 

   契 約 金 額  金              円也 

   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

                         円 

 

※ 契約書は、   月  日から  局  部  課において渡しますので、同日から  日以内

に同課に提出してください。その期日内に提出しない場合は、落札を取り消します。 

 

 

 

 

備考 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 



様式４（落札結果通知書⑵） 

第  号   

  年（  年） 月  日   

  （ 入 札 者 ） 様 

札幌市 

水道事業管理者          

 

落 札 結 果 通 知 書 
 

   年  月  日に入札を執行した下記の役務については、落札の決定を保留しま

したが、調査の結果、下記のとおり決定しましたので、通知いたします。 

 

記 

 

１ 役 務 名 

 

 

２ 落 札 者 

 

３ 入 札 金 額   金              円 

 

   契 約 金 額  金              円也 

   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

                         円 

 

 

 

 

 

 

備考 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 



様式５（落札結果通知書⑶） 

第  号   

  年（  年） 月  日   

  （最低価格入札者） 様 

札幌市 

水道事業管理者            

 

落 札 結 果 通 知 書 
 

   年  月  日に入札を執行した下記の役務については、落札の決定を保留しま

したが、調査の結果、貴社を落札者としないことに決定しましたので、通知いたします。 

記 

 

１ 役 務 名    

 

 

２ 入札金額    金            円 

 

３ 落札者としない理由 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

備考 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 



様式６（入札結果調書） 

 

管理者 部 長 課 長 係 長 報告日 年  月  日 

    
供 覧 

終了日 

 

年  月  日 

 

下記業務において、地方自治法施行令第167条の10第１項の規定に基づく低入札価格調査を実施した結

果、次のとおり決定しましたので、報告します。 

 

 

業 務 名  

調 査 対 象 者  

落 札 者  

落 札 金 額 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） 

金                   円 

（               円） 

その他 

（調査対象者を落札者としなかつた理由等） 
 

 

低入札価格調査の結果等  別添のとおり 

 

 

 

 

備考 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 

 


